
平成 23年 度

寒川町国民健康保険運営協議会 (第4回 )会 議次第

日時 :平 成 23年 11月 14日 (月)

午後 1時 00分 から

場所 :束 分庁舎第 3会 議室 (2F)

1 開 会

Z 議 題

(1)国 民健康保険条例の一部改正 (奏)に ついて (暫定賦課の廃止)

(2)そ の他

3 閉 会



資料 1

国民健康保険条例の一部改正 (案)に ついて

(暫定賦課の廃止)
ツ



実川町国民健康保険料条例等の一部改正

1 改 正理由

暫定賦課 (仮算定)を 廃止して寒川町国民健康採険料の算定を被保険者に

わかりやすくする。また、それに伴い電算処理費用や郵送料等の経費節減を

因る。

2 改 正点

4月 に督定成課 7月 に本算定BR課と2回 に分けて慮課をしているが、

6月 の本算定賦課の 1回だけにする。

O普 通徴収の特例の廃止 (第19条 の2 第 19条 の3)

ッ      現 行の条例の概略

ア 普 通徴収の特例 (第19条 の2)

暫定武課の保険料が前年度の2分 のI未満の場合 保 険fl額の修正を

申し出ることができる。

また、前記の申し出について相当の電由があると認められた時は保険

料の接正ができる。

②納期の変更 (第18条 )
'     現 行純期を12期 から10期 とする。

現 行 :暫定成課  (3部 分 4月 ～6月 )

本算定賦課 (9期 分 7月 ～翌年3月 )

改正案 !本算定成課 (10期 分、6月 ～翌年3月 )

前年度の国民健康保険料を当該年度の細親で除した額を暫定賦課保険村

としてfr収できる。

本算定確定後に暫定賦課で徴4「4した金額の週不足額を徴IFxまたは適付で

きる。

イ 普 通徴収の特例に係る保険料額のほ正の申出等 (第19条 の3)

③条例改正に伴う施行規則の一部改正 〈規則第5条 )

条文中 「国民健康保険料暫定 (便計算)頭 課通知書 (第1号様式)Jを

廃止して 「国民健康保険料決定通知彗」(第2号様式)を (第1号緯式)

として以下2号 から7号 までの様式をそれぞれ一号ずつ繰り上げる。



“ 県内の状況

O督 定庶課を実おしていない市町村 20自 治体 (14市 5町 1村)

横浜、川崎、横須来、平壊、疎沢、茅ヶ常、相模原、三滴 奏 野、摩末

大和、濠を名、座間、寝瀬、大は、こ宮、開成、海河原、愛"【 清川

②督定賦課を実施 している市町付  13自 泊体 (5市 8町 )

鋳倉、小回原 遍 子、伊勢原、開足柄、業山、寒)H、中非、大井、松田、

箱根、真毎

4 改 正経週

寒"町 国民健康保機運営陽磯会

保険村の算定がわかりにくい、事務処理等の経費がかかる等の課題を

解消するため 平 成22年 度幕川町国民健康案険運営協議会の中で重要   ∀

な審議事項として計3回 の孝強をし、口定庶採を聴止することに決定 し

た。平成23年 2月 21日 に審機情果を町■に報告した。



雲川町条例第 号

寒"町 国民健康択険条例の一部を改正する条例

寒川町国民健康保険条例〈昭和 34年寒川町条例第 3号 )の一部を次のように改正す

る。

第 18条第 1項及び第 2項 を次のように改める。

普通徴収に係る宗険料の納期は、次のとおりとする。

6月期 6月 1日から同月 30日 まで

7月期 7月 1日から同月 31日 まで

8月期 3月 1日から同月 31日 まで

9月期 9月 1日から同月 30日 まで

10月期 10月 1日から同月 31日 まで

ll月期 ll月 1日から同月 30日 まで

12月期 12月 1日から 1月 4日 まで

1月期 1月 4日 から同月 31日 まで

2月期 2月 1日から同月末 日まで

3月期 3月 1日から同月 31日 まで

2 を 細期の保険村の額は、賦課額の 10分の 1に相当する額とし 10分 の 1に相当

する額に 10円未満の錦数があるとき|ま、その端数に相当する金額を 6月期に合算

するものとする。

第 18条に次の 1項 を加える。

3 第 1項 に規定する納期によりがたい場合においては 前 2項 の規定にかかわらす、

町長は細期及び各約期の保険料の額を別に定めることができる。この場合におい

て、町長は当該細期及び各納期の保険村の額を通知 しなければならない。

第19条の″及び第19条の3を削る。

町 則

この条例は、平成 24年 4月 1日から施行する。



υ

業川町国民健康保険条例新 日対照表

現行 改正案

第

～略～

(警通笛収t rhる保険料の納期)

18条  普 通磁収に係る保険trは 毎 月末 日ま

でに細付 しなければならない。ただ し 当 該

宗 Bが 次の各号に掲げる日のいずれかに当た

るとを1ま こ れ らのgの 翌 日をもつて納期限

とみなす

()日 曜 日及J土 曜 日

(2)国 民の祝 Bに 関する法律(昭和 年法23

律第 178号 )に規定する休 日

(3)12月 20日 から翌年の 1月 日までの

ヨ(前項 に縞 げる 日を除 く

～略～

(普通徴収の各例)

笙上些絶22 保 険料の算定の基礎に用いる基礎

次条の規定により保険料額の算定を行つたと

きは 普 通徴収に係る保険料の納期を定めこ

れを通知 しなければならない。

(加える〉

～略～

(普通歓収に係 る保険料の納期)

13条 警 通徴収に係 る保険料の触競は 次 の

とお りとする。

1月期

7月期

8月 期

9月 期

10月期

11月期

12月期

1月期 1月 4]か ら同月 31日 まで

2月期 2月 1日か ら同月末 日まで

3月 期 3月 1日から向力 31日 まで

各納期の保験料の額は 悪 課額の 10分の 1

に禍当する額 とし 10分 の 1に相当する想に

6月 1日から同月 30日 まで

7月 1日 か ら同月 31日 まで

8月 1日 から同月 31日 まで

9月 1日から同月 30日まで

1 0月 1日 か ら向月 31日 まで

11月 1日 か ら同月 30日 まで

12月 1日 か ら 1月 4日 まで

10円 未満 の端数が あるときは そ の瑞敷t相

当する金額を 6月 期に合算するものとする。

第 1項 に規定する納期によりかたい場合にお

いては 前 2項 の規定にかかわ らず 町 長は

納朗及び各納期の保険料の額を別に定めるこ

とができる。 この場合において 町 長は当骸

細競及び各納期の保険料の額を通知 しなけれ

はなうない

ヽ略～

(削る〉

避除後の終所得金額尊及び第 15条 の固定貰産
税額が確定 しないため当該年度分の保険村を

確定す ることができない場合においては そ

の確定する日までの間に到某する統焔におい

て徴収すべき保険料に限 り 保 険料の納付義

務者について そ の世常に属する挟保険者に

係る前々年の基礎控除後の絶所得金額等及び

前年度の固定資産税額を用いて算定 した保険

料額を当該年度の納期の数で際 して得た額の

範E8内において そ れてれの納期に係る保Fa

料 を徴収する。 ただ し 所 得割について,ま

附則第 14項 及び第 15項 の規定による故渡所

得を除いた額を所得額とする。

生J近 頃の規定によつて保険料を瞭課した場合に

務者の末納に係る後取金に売当する

おいて 当 藤保険科が当該年度分の保険科に

満たないこととなるときは 当 該年度分の保

政料が確定 した日以後の細競において そ の

不足料額を徴収 し す でに彼収 した保FI料が

当該年震分の保険科額を超えることとなると
言は モ の過細額を適付し 又 は当該榔付豪



|         (削 る〉
』等)

第 19条 の 3前 条第 1項 の規定tよ つて保険料 |
を就藤 した場合において 当 骸年度分の保陶

紳額が前年度の保険料額の 2分 の 1に相当す

ことができる

なければならない

～時～ ヽ略～

附 別

この姿例 は 平 成 24年 4月 1日 か ら施行す

る



寒川町規則第 号

寒川町国民健康保険条例施行規則の一部を改正する規則

寒川町国民健康保険条例施行規則 (平成13年寒川町規則第30号)の一部を次のよう

に改正する。

第5条中 「国民健康保険料暫定 (仮計算う康課通知書 (第1号様式)及び」 を削 り

「第2号様式」を 「第1号様式」に改める。

ψ   第 8条第1項中 「第3号様式」を 「第2号様式」に改める.

第9条第2項中 「第4号様式」を 「第3号様式」に改め、同条第3項Ⅲ 「第5,様 式」

を 「第4号様式」に改める。

第19条中 「第6号様式」を 「第5号様式Jに 改める。

第11条中 「第7号様式Jを 「第6与様式Jに 改める。

第13条中 「第7号様式Jを 「第65様 式Jに 改める。

第1号様式を制る。

第2号様式を次のように改める。
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第2号様式を第1号様式 とし 第 3'様 式を第2号様式とし 第 4号様式を第3号様式

とし 第 5号様式を第4号様式とし 第 6号様式を第5号様式とし 第 7号様式を第6号

様式とする。

Fll 則

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

ツ



サ

芸川町目氏健康保険条例施行規貞」新旧対樽表

現 行 改正案
ヽ略～

(保政科の遠知)

第 5条  条 例第 21条 の規定による通知は 国 民

健康保険料暫定(仮Fl算減 擦通知需(第 1号

様式)及び国民健康保険料決定通知奮(第 2号

様式)とする。

～略～

(保険料の徴収藩予及び演免 に係る申請登

等)

第 3条  条 例第 24条 第 2項 及び第 25条 第 2項

の規定する申請害は 国 民健康保険料 (徴収猫

予 腹 曳)申請書 (第 3号 様式)とする。

2(略 )

(保険料 の歓収猶予又は滅免に係 る決定等)

9条  く略)

前項の決定を行つた場合lrI 国民健康保険料

(懲収猶予 蕨 免)(承認 不 承認)決定通蜘魯

(第4号練式)により当骸申語を行つた者卜通
知する4uのとする。

町長は 保 険料の徴収猪予又は減免の決定を

受けた者の世帯の収入 資 力尊の変更'こよ

り 当 該決定の変更又は取消 しを行う必要が

あると認められる場合には 蓮 やかに変更又

1ま取消 しを行い 当 該変更又は取消 しに係る

世常の納入装務者に対 し国民健康保険料(按収

猶予 恢 免)(取消 変 更)決定通知毬(第 5,

様式)により通知するものとする。

(異動蓮賂哀)

10条 町 長は 日 技挟奏者が町外へ転出する

場合には 日 被挟奏を実駒漣46率(第0号 様

式)を変付す るものとす る

(無悪)

11条  条 例第 28突 の 2第 1項及び第 2項 の

規定による身分を証明する証票 ま 国 民健康

保険科歓収 構 納処分職員証 (第7,様 式)と

～略～

(保険料 の通蜘〉

5茶  条 pt第 21条 の規定による通知は

(削る)

国民健康保険料決定通知書 (第 1号

課式)とする。

～略～

(保険料の徴収猶予及び腹免 に係 る申詰替

等)

第 8条  条 例第 24姿 第 2項 及rr第 25条 第 2項

の規定する申請各は 国 民健康保険料 (徴収塔

予 減 免)申静各 (薦 2号 様式)とする

2(略 )

(保険料の徴収猶予又は減免 に係 る決定尊)

第 9条  (皓 )

2 前 項の決定を行つた場合は 国 民健康保険料

(徴収猶予 滋 免)(承 麓 不 承g7)決 定通知害

(第 3号 様式)に より当該申請を行つた者に通

知するものとする

3 町 長は 保 険料の餃収猶予又は減免の決定を

受けた者の世常の収入 資 力等の変見によ

り 当 該決定の変更又は取消 しを行う必要が

あると認められる場合には 速 やかに変更ヌ

は取消 しを行い 当 該変更又は取消 しに係る

世市の納入接務者に対 し国民健康保険村 (鮫収

猶予 減 免)(取消 変 更)決定通知字 (第4号

様式)により通知する4uのとする。

(婁勁連絡震)
10案 町 長は 日 緩扶養者が町外へ転出する

場合には 日 萩扶嚢者異動連絡要(第 5号様

式)を交付するものとする。

(証票)
lI採  条 例第 28条 の 2第 1項 及び第 2項 の

規定による身分を証明する証票は 国 民健康
保政料徴収 滞 細処分職員証(第 6号擦式)と
する。

～略～

(帳震)

13突 法 令及びこの規貝」の規定による書額そ

の他臼民健康保険の事務に必要な需顔の構式
は 第 1,様 式から第 6号様式までに定める

もののほか 別 に定める。

第

第

第第

第

する。

～略～

(帳藤)

第 13条  法 冷及cFこの規則の規定による書類そ

の他国民健康保険の事務に必要な書類の様式

は 第 1号様式から第 7号 様式までに定ある

もののほか 別 に定める。

第

第

第■号様式(第 5条 閉係)

国民健康保険斜暫定(仮計“瀬 謀遠如号

[別紙参照〕



第 2号験武〈第 5条関係)

国民健康保険村決定通知=

[別承奪照〕

第 3号様式(第8条関係)

第 1号様式 (第強 関係)

国民健康保険朴決定通知台

〔別紙参照]

蕗 2号練式 (窮8条 関係)

第 3号様式〈第 9集関係〉

第 4号様式(第9条関係)

第 6号練式(第10条関係)

第 G号様式(第11案四候)

第 4号 棟式 (第 D索 関係)

始 5号様式(第0集B8係)

第 6号様夫(第 10条関係〉

鯨 7■様式(第11条関係)

船 剤

この規則 は 平 成 24年 4月 t宮 か ら施行す

る。
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資料 2

接分率変更によるシミュレーションについて



●舞産倒廃上によるシミュレーション接t4(接分申)

υ

所得割 賢産割 均等割 平等卸 応能割 応益割

シミュレーションЭ 60■ 0い 28“ 12時 60略 40略

シミュレーショ 0 55% 0“ 00い l rtt 65略 45町

シミュレーション③ 55町 Ofl 2醜 20弱 55“ 4郭

シミェレーション④ 10い 防 3輔 15町 50町 5い

シミュレーション③ 50町 い 30的 20略 50略 50ヽ

(参考)保険料方式市町村における 分率一 23

保廃青名 方 式 所得割 葉産割 均等書| 平等割 応能割 応益割 備考

1 横浜市 料 50町 0ヽ 50町 い 50% 50略

2 チJ崎市 料 65ヽ 破
拘

（
ｕ 2恥 1琳 65略 35ヽ

9 横須賀市 料 料率規定

5 較倉市 4 1 6Ft 0略 25略 10略 6m 3軌

6 藤沢市 l l 50拓 0ら 35皓 15“ 5JR 50"

7 小日原市 料 S5略 0い 30ヽ lS町 55% 45略

8 茅夕崎市 料 55略 0い 2弾 20時 55略 45時

9 逗子市 料 70略 0略 2い 10" 70略 30ヽ

う
０ 厚木市 料 52は 輪 3m 18略 S2略 48略

０
０ 南足柄市 村 4い 4 5 30% 20噺 50は 50ヽ

〔
ｕ

う
ち 奏山町 料 5軌 0略 35町 15“ 50粥 50的

Λ
ツ

０
● 箱根町 料 55い 7略 21略 17ヽ 6あ 3S略

31 陽河原町 科 40略 10ヽ 35町 !醜 50噺 50略

（Ｊハも 清川村 科 53皓 4略 3掛 1い 57町 43“

平成23年度現在
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ツ

◎モデルケースで見る資産割廃止の影響

ケース1-14人 世帝(夫婦 子2人)章 子2人は扶養 資産あり

収入  給 与収入(年観)  3600000給 与所得額     2340∞ 0

資産  固 定資産税額    100000
人数      4人  内 介醸該当      2人

ケース1-24人 世帯(夫婦 子2人)奏 子2人は扶養 資産なし

収入  給 与収入(年)   3600000所 得        2340000
資産  固 定資産税額       0
人数      4人   介 護該当       2人

ケース2Ⅲ :2人世帝(夫婦)妻 は扶養 資産あり

収入 給 与収入(年塩)  1200000惜 与所得額      550000 5割 軽減該当
資産  固 定資産税塩    100000
人数      2人  内 介麗該当      2人

ケース2-22人 世帝(夫婦)妻 は扶養 資産なし

収入  給 与収入(年)   1200000所 得         550000S割 軽減該当
資産  固 定資産税額       0
人数      2人   介 護核当       2人

医損分 支援金分 介護分 合計 現行との差

現行 244300 80300 55460 380060 0

① 245300 0044o 54310 9800S0 ▲ 10

② 243030 79430 52020 375360 A4080

③ 234650 76790 52000 363440 A 16020

④ 245800 00200 02270 378350 ▲ 1710

⑤ 237600 77560 51 350 366600 ▲ 13460

医療分 支援金分 介護分 合計 現行との差

現行 225300 73900 50260 349460 0

① 245300 80440 54010 080050 90590

② 243030 79430 52920 375380 25020

③ 234650 76'90 52000 363440 13980

④ 245880 00200 52270 373350 28890

⑤ 237600 77560 51 350 366000 フヽ140

医療分 支援金分 介護分 合rt 現行との差

現行 62580 20650 17770 101000 0

O 45910 14940 10100 73950 ▲ 27050

0 43250 15660 13740 77650 ▲ 23050

③ 48010 15590 13280 70380 ▲ 24120

④ 50フ 40 10450 14070 11 860 ▲ 10140

9 50520 16080 14210 81110 ▲ 10890

医療分 支援金分 介護分 合計 現行との差

現 行 43580 14250 12570 70400 0

① 459,0 149的 13100 73050 3550

② 40250 16660 ,3740 77050 ・       7250

③ 48010 15590 10230 76880 6430

④ 50740 16450 14670 81960 11460

⑤ 50520 16300 14210 01110 10アェ0



資料 3

12月 補正予算 (案)に ついて



12月 補正予算の概要

1 退 職被保険者等療養費 の増額

60歳 から64歳 までの追職者とその家族の寮養費で、寮養費の伸び

からrE計すると予算が不足するため不足額を増額補正します。

療養費の増加の原因としては団塊の世代の人の国家加入者の増加や柔

整やマッサージ治療の定語化が考えられます。

対象者数  23年 3月 末 11 040人

υ              22年 3月 末 1  926人

箱工額 120万 円

2 コ ンビニ収細導入 に伴 うヨンピュータ改修費

平成24年 度よリヨンピニ収細を導入します。導入にあたリヨンピュ
ータの改接費を計上します。
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コンビニ取榔県内市町村の状況

ツ

(凩内実施市町村数)

田保 0市2町 統,11市3町

市

実施状況
町村

実施状況

国保 税 回操 務

横浜 0 O 率川 X O

川崎 X O 束山 X X

福観原 O 0 大8 X X

悦象" X X 二宮 X X

平塚 O O 中井 X X

暮沢 O O 大井 X X

茅ヶ崎 O O 松 日 X X

海老名 O O 山北 X X

小口原 X O 開成 X X

とを X X 箱祖 O O

王 子 X X ■白 X X

三418 0 0 海打原 X X

犀木 O O 褒jH O O

大和 O O 冷IH X X

座同 X X

と出 X X

手野 X X

伊勢J8 X X

爾足柄 X X


